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はじめに

農業・農村は、国土保全、水源かん養、景観形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民全体が享受し

ています。

他方、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によって支えられている多面的機能の発揮

に支障が生じつつあります。

また、地域の共同活動の困難化に伴い、水路、農道等の地域資源の維持管理に対する担い手の負担が増大し、担

い手の規模拡大が阻害されることも懸念されています。

このため、農林水産省では、このような状況に鑑み、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」（平成

26年6月20日法律第78号・平成27年4月1日施行）を制定し、農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動等に

対して支援を行い、多面的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等構造改革を後押しし

ていくものです。

この度、木津土地改良区・相楽土地改良区では、こうした国策を踏まえ、国・府・市の行政関係機関の指導のもと、

木津中央農地の土地改良区の範囲において、土地改良区が主体となった広域活動組織による「多面的機能支払交

付金事業」に本年度から取組んでいます。
【地区概要】

・取組面積175ha （田 168ha 畑 7ha）

・資源量

開水路22．0km  パイプライン10．5km

農道10．0km ため池１４箇所

・主な構成員

土地改良区(2) 行政地域(4)

・交付金 12,139千円（H 30）国50％・府25％・市25％

農地維持支払

資源向上支払（共同、長寿命化）

《 土地改良区へ事務委託により10月1日より本格始動 》

11月26日、運営委員の皆さんで花壇づくりを実施しました。

木津用水第2分水場（城山台8丁目、鍬のモニュメントにて）

【農村環境保全活動】

今後の取組みに、ご期待ください!!

事務局 ：木津土地改良区内 TEL 0774-72-8597

・その他、地域
内の自治会

　多面的機能支払交付金組織図（木津・相楽土地改良区エリア）　

※　H31～吐師農地・水環境保全会と統合調整

※任期：役員の任期は、1年とする。

運営委員 相楽南地域長 河村　和年 相楽南地域(大里区)

運営委員 北之庄地域長 菊川　和泰 北之庄地域(北之庄区)

運営委員長(相楽) 相楽土地改良区理事 河村　和年 相楽南地域(大里区)

運営委員 相楽土地改良区理事 山下　　肇 相楽南地域(曽根山区)

運営委員 木津町地域長 太井子　宏和 木津町地域(小寺町)

運営委員 木津地域長 炭谷　育夫 木津地域（橋本町)

運営委員長(木津) 木津土地改良区理事 福井　健二 木津町地域(川原町)

運営委員 木津土地改良区理事 山本　克実 木津地域（片山町)

監査役 木津土地改良区監事 堤　　春男 木津町地域(小寺町)

監査役 相楽土地改良区監事 田中　利彦 相楽南地域(大里区)

書記 木津土地改良区副理事長 亀井　健司 木津町地域(小寺町)

会計 相楽土地改良区副理事長 西谷　直三 相楽南地域(曽根山区)

会長 木津土地改良区理事長 岡嶋　和秋 木津地域（上津町)

副会長 相楽土地改良区理事長 辰村　秀樹 相楽南地域(大里区)

〔名称〕 木津地域広域協定運営委員会　　〔組織・役員体制〕

区　分 所　　属 氏　　名 地域名

・その他、地域
内の自治会

・五丁目 ・橋本町

・城戸

・川原町 ・上津

・三桝町 ・畑、片山町

・小寺町
関係
区域

・峠町 ・曽根山区
関係
区域

・北之庄区

・西町 ・燈籠寺 ・大里区

木津川市広域活動組織

〔名称〕 木津地域広域協定運営委員会

（事務局　木津土地改良区内）※事務委託

木津土地改良区 相楽土地改良区

木津町地域
行政
地域 木津地域 相楽南地域

行政
地域 北之庄地域



・11月28～30日農村振興リーダ研修に参加
⇒役員3名事務局1名（奈良土連会館）

【　広域活動組織設立の経過　】

・機能診断(12月27日山田川姫子ファブリダムにて)

11月7日、れんげ草試験栽

培研修会 （ＪＡ木津支店）

← 播種の様子

4月21日相楽土地改良区総代会(採決)

4月28日木津土地改良区総代会(採決)

8月23日広域協定運営委員会 設立委員会
活動計画の策定等・・・。

『農地を生かした景観形成』の試験的取組

※ 《 地域資源の適切な保全管理のための推進活動 》

遊休農地や水路・農道・ため池等の地域資源の保全管理を

推進しています。

『地域資源保全相談会』を実施します。

遊休農地等でお困りの方・耕作困難な農地等、農地及び農

業用施設に関し、お気軽にご相談下さい。

ご希望の方は事務局(℡ 0774-72-8597)までご連絡下さい。


